
 

2 2 日 獣 発 第 3 7 3 号 

平 成 23 年 3 月 28 日 

 

地方獣医師会会長 各 位 

 

社団法人 日本獣医師会 

      会 長  山 根 義 久 

(公印及び契印の押印は省略) 

 

犬等の輸出入検疫規則第 4 条第 1 項の規定に基づき、 

農林水産大臣が指定する地域を定める等の件の一部を 

改正する件について（告示） 

 

このことについて、平成23 年３月８日付け22 消安第9540 号をもって、農林水産

省消費・安全局長から別添写しのとおり通知があったのでお知らせします。 

このたびの通知の内容は、平成23年２月14日付け事務連絡、「ノルウェーのホーペ

ン島におけるホッキョクギツネの狂犬病発生に伴う犬等の輸入検疫の取扱いについ

て」により通知したとおり、これまで狂犬病の発生が確認されていなかったノルウェ

ーのホーペン島において、狂犬病に感染したホッキョクギツネが確認されたことを受

け、｢平成11 年 12 月 27 日農林水産省令告示第1628 号（犬等の輸出入検疫規則第4 

条第 1 項の規定に基づき、農林水産大臣の指定する地域を定める等の件）｣を平成 23

年 3 月８日付けで改正し、これまで狂犬病清浄指定地域と指定してきたノルウェーの

うち、スヴァルバルト、ヤン・マイエン及び欧州外にある属領を指定地域から除くこ

ととし、同日から施行することについて通知するとともに、今後とも本会に特段の協

力を求めたいとするものです。関係会員等への周知方お願いします。 

本件内容の問合せ先 

 日本獣医師会事業担当 長野 

 TEL  03－3475－1601 



社団法人日本獣医師会会長殿

犬等の輸出入検疫規則第4条第 1項の規則に基づき、農林水産大

臣の指定する地域を定める等の件の一部を改正する件について

(告示)

今般、「平成11年農林水産省告示第1628号(犬等の輸出入検疫規則第4

条第1項の規定に基づき、農林水産大臣の指定する地域を定める等の件)」

を平成23年3月 8日付けで別添のとおり改正し、伺日から施行することと

なったので、お知らせします。

このことにつぃて、御了知の上、今後とも動物検疫に特段の御協力をお

願いします。

22消安第9540号

平成23年3月8日

農林水産省消費・安全局

23. 3. 1 0

日

第1ω7 号

叫

削
窯
缶
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写



0
文
部
科
学
省
告
示
第
三
十
号

文
化
財
保
護
法
(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
)
第
百
九
条
第
一

念
物
を
史
跡
に
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
八
日

名
称

赤
坂
遺
跡

所
在
地

神
川
県
三
浦
市
初
声
町
三

戸
{
~
タ

0
農
林
水
産
省
告
示
第
五
百
四
十
四
号

犬
等
の
輸
出
入
検
疫
規
則
(
平
成
十
一
年
農
林
水
産
省

令
第
六
十
八
号
)
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平

成
十
一
年
十
二
月
二
十
七
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
六
百

二
十
八
号
(
犬
等
の
輸
出
入
検
疫
規
則
第
四
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
農
林
水
牽
大
臣
の
指
定
す
る
地
域
を
定

め
る
等
の
件
〕
の
一
,
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
八
日

農
肺
水
産
大
臣
鹿
野
道
彦

「
ノ
ル
ウ
エ
ー
」
の
下
に
「
(
ス
ヴ
ァ
ル
バ
ル
ト
、
ヤ
ン

.

マ
イ
エ
ン
及
び
欧
州
外
に
あ
る
属
領
を
除
く
。
ご
を
加
え

る
。

0
農
林
水
産
省
告
示
第
五
百
四
十
玉
号

森
林
法
(
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
)
第

二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
ょ
り
、
歌
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
八
日

農
林
水
産
大
臣
鹿
野
道
彦

一
保
安
林
の
所
在
場
所
福
岡
県
田
川
郡
添
田
町
大
字

桝
田
字
三
ノ
宮
一
六
八
の
四
、
字
山
旦
六
九
の
三
、

字
倉
谷
ヨ
リ
百
坂
迄
一
七
0
の
六

二
指
定
の
目
釣
冰
源
の
か
ん
養

三
指
定
施
業
要
件

f
↓
立
木
の
伐
採
の
方
法

1
 
主
伐
ば
、
択
伐
に
ょ
る
。

2
 
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
二
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

3
 
闇
伐
に
係
る
森
林
は
、
歌
の
と
お
り
と
す
る
。

国
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
ぴ
に
植
裁
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種
歌
の
と
粘
り
と
す
る
。

報

項
の
規
定
に
ょ
"
、
歌
の
表
に
掲
げ
る
記

文
部
科
学
大
臣
高
木
義
明

地

官

備
考
1
道
路
敷
に
つ
い
て
は
、
地
域
に
関
す
る
実
測
図
を
神

際
川
県
教
育
委
員
会
吸
て
凡
三
浦
市
訓
育
委
員
会
に
備
え
置

い
て
J
縦
覧
に
供
す
る
。

(
「
歌
の
と
船
り
一
は
、
省
略
し
、
そ
の
悶
係
妻
類
を
福

岡
県
庁
及
び
添
田
町
役
揚
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。
〕

0
農
林
水
崖
当
告
示
第
玉
吉
四
十
六
号

森
林
法
露
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
)
第

二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
ょ
り
、
我
の
よ
う
に
保
安
朴

の
指
定
を
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
八
日

農
林
水
産
大
臣
鹿
野
道
彦

一
保
安
林
の
所
在
場
所
福
岡
県
遠
賀
郡
岡
垣
町
大
字

原
字
水
源
山
玉
0
四
の
五
工
0
五
、
玉
0
四
の
二
か

ら
王
0
四
の
四
ま
で
(
以
上
三
筆
に
つ
い
て
歌
の
図
に

示
す
部
分
に
限
る
。
)
、
字
原
野
玉
一
 
0
の
一
.
工
一
 
0

の
二
(
以
上
二
筆
に
つ
い
て
炊
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
)
、
宇
一
ノ
井
手
五
九
三
(
次
の
図
に
示
す
部
分
に

限
る
。
)

二
指
定
の
目
的
土
砂
の
流
出
の
防
備

三
指
定
施
業
要
件

H
 
立
木
の
伐
採
の
方
法

1
 
主
伐
は
、
択
伐
に
ょ
る
。

2
 
主
伐
と
し
て
黛
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
偏
計
画
で
定
め
る
標
築
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

3
 
問
伐
に
係
る
森
林
は
、
歌
の
七
お
り
と
す
る
。

国
立
木
の
黛
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
.
期
間

及
ぴ
樹
種
歌
の
と
お
り
と
す
る
。

令
歌
の
図
」
及
ぴ
[
歌
の
と
枯
り
」
は
、
賓
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
福
岡
県
庁
及
び
岡
垣
町
役
場
に

備
え
置
い
て
縦
究
に
供
ナ
る
。
)

域

0
農
林
水
産
省
告
示
第
五
百
四
+
七
号

奪
法
(
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
)
第

二
十
玉
条
第
一
項
の
規
定
に
ょ
り
、
歌
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
人
日

農
林
水
産
大
臣
鹿
野
道
彦

一
保
安
林
の
所
在
場
所
長
野
県
飯
田
市
南
信
濃
八
重

河
内
一
六
工
六
の
一

二
指
定
の
目
的
水
源
の
か
ん
養

三
指
定
施
業
要
件

H
 
立
木
の
黛
の
方
法

1
 
主
伐
は
、
択
伐
に
ょ
る
。

2
 
主
伐
と
し
て
黛
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
t
る
。

3
 
,
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
歌
の
と
お
り
と
す
る
。

t
コ
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種
歌
の
と
お
り
七
す
る
。

(
「
次
の
乞
粘
り
」
は
、
省
略
し
、
.
そ
の
関
係
書
類
を
長

野
県
庁
及
び
飯
田
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。
)

0
農
林
水
産
賓
告
示
第
五
百
四
十
八
号

森
林
法
粛
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
邑
第

二
十
王
条
第
一
項
の
規
定
に
ょ
り
、
歌
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
八
日

農
林
水
産
大
臣
鹿
野
道
産

一
保
安
林
の
所
在
場
所
長
野
県
下
水
内
郡
栄
村
大
字、

豊
墜
子
山
田
二
Ξ
七
=
一
、
二
Ξ
七
六
、
一
一
三
九
九
の
一

二
三
九
九
の
二
、
二
三
九
九
の
ホ
、
二
三
九
九
の
へ
、

二
三
九
九
の
チ
、
一
一
三
九
九
の
り
、
宇
北
ア
ガ
ッ
ト
Ξ

四
八
七
の
一
、
Ξ
四
八
七
の
Ξ
、
三
五
一
Ξ
の
一

二
指
定
の
目
的
土
砂
の
流
出
の
防
備

三
指
定
施
業
要
件

H
 
立
木
の
伐
採
の
方
怯

1
 
歌
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
.
主
伐
は
、
択
伐
に
ょ

る
。

字
山
田
二
三
七
六
、
二
三
九
九
の
一
、
ニ
ニ
九

九
の
二
、
二
三
九
九
の
チ
、
二
三
九
九
の
り
、
字

北
フ
ガ
ツ
ト
Ξ
四
八
七
の
一
.
(
歌
の
図
に
示
す
部

分
に
限
る
。
〕
、
三
四
八
七
の
一
二
、
三
玉
一
一
二
の
一

(
歌
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
)

2
 
ぞ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
主
伐
に
係
る
伐

採
種
を
定
め
な
い
。

.

3

3
 
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
,
、
る
。

4
 
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

⇔
立
木
の
伐
採
の
限
度
次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
「
炊
の
図
」
及
ぴ
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
ぴ
関
係
害
類
を
長
野
県
庁
及
び
栄
村
役
場
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
J

0
農
林
水
産
省
告
示
第
玉
百
四
十
九
号

森
林
法
命
和
二
十
六
年
法
律
第
一
一
百
囚
十
九
邑
第

二
十
玉
条
第
一
項
の
規
定
に
ょ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
t
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
八
日

農
林
水
産
大
臣
鹿
野
道
彦

一
保
安
林
の
所
在
揚
所
長
野
県
上
伊
那
郡
箕
輪
町
大

字
東
箕
輪
字
山
越
三
八
一
壬
一
一
、
字
仁
藏
山
三
八
三
九
か

ら
三
八
四
王
ま
で
、
三
八
四
六
の
一
、
三
八
四
六
の
二
、

三
八
四
七
の
イ
、
三
八
四
七
の
口
、
三
ハ
四
八
か
ら
Ξ

ハ
ハ
ニ
ま
で
、
字
一
ノ
堀
三
八
九
六
の
二
、
三
八
九
七

三
八
九
七
の
二

、

二
指
定
の
目
的
土
砂
の
流
出
の
防
備

Ξ
指
定
施
業
要
件

H
 
立
木
の
伐
採
の
方
法

1
 
徐
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
ょ

る
。

字
仁
藏
山
二
八
四
0
か
ら
Ξ
八
四
王
ま
で
・
三

八
四
大
の
一
・
三
八
四
六
四
一
(
以
上
八
筆
に
つ

い
て
吹
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
)

2
 
そ
の
他
の
森
祢
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐

採
種
を
定
め
な
い
。

3
 
主
伐
と
し
て
黛
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
宇
る
。

4
 
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
吹
の
七
粘
り
と
す
る
。

国
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
ぴ
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種
次
の
と
.
粘
り
と
す
る
。

(
「
次
の
図
」
及
び
「
炊
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
長
野
県
庁
及
ぴ
箕
輪
町
役
場
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
J

0
農
林
水
産
省
告
示
第
玉
百
五
十
号
.

森
林
法
(
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
)
第

二
十
王
条
第
一
項
の
規
定
に
ょ
り
、
歌
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
t
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
八
日

農
林
水
産
大
臣
鹿
野
道
彦

一
保
安
林
の
所
在
場
所
長
野
県
下
伊
那
郡
阿
南
町
字

和
合
六
八
六

ニ
.
麺
正
の
目
的
水
源
の
か
ん
養

.
、

,

に
ま
る

平成.23年3月 8 日.火曜日 第5510号

ま九神
で番奈四王三
のに川二番二
挟県番一番

、 1

ま=

敷共捕'二Ξ
の'市二西三
う同初四0
ち二声三番
実三町番二

、

、^

測ΞΞ

呈番戸フ、ιιι宇:
1肩1/、

ハニタ
ノ、Ⅱヨ

、

、^

、

ノ

四四四

番番

四四四
四一番
番響一

八三
番三

、、^

と



犬
等
の
輸
出
入
検
疫
規
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
つ
き
、
農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
地
域
を
定
め
る
等
の
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

(
案
)
新
旧
対
照
条
文

0
 
平
成
十
一
年
十
二
月
二
十
七
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
六
百
二
十
八
号
(
犬
等
の
輸
出
入
検
疫
規
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
地
域
を
定
め
る
等
の
件
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平成11年12月27日農林水産省告示第1628号(犬等の輸出入検疫規則第4条第1

項の規定に基づき、農林水産大臣の指定する地域を定める等の件)の一部改正に

ついて

1 改正の趣旨

(1)狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)は、狂犬病の発生予防及びまん延の

防止を図るため、①飼い犬の登録、②犬の狂犬病予防注射、③野犬の捕獲、④

犬等の検疫について規定しており、このうち、犬等の輸出入検疫に関する事務

は、農林水産省が所管している。

具体的には、犬等を輸入する場合には、動物検疫所で180日間(狂犬病の潜

伏期間)係留することが必要。

ただし、農林水産大臣が告示で指定する狂犬病清浄地域(以下「指定地域」

という。)から直接輸入する場合で、

ア個体識別のためのマイクロチップを装着すること

イ指定地域において過去180日間、若しくは出生以降飼養され、又は日本か

ら輸出された後指定地域のみにおいて飼養されていたこと

ウ当該地域に.過去2年間狂犬病の発生がなかったこと

工出発前の検査で、狂犬病にかかっていないか又はかかっている疑いがない

こと,が確認できたこと

の要件を全て満たした旨の輸出国政府機関の衛生証明書が提出された場合等に

は、短期間 a2時間以内)の係・留のみで輸入が可能。

※指定地域は、過去2年間狂犬病の発生がなく、かつ、我が国と同等の輸

入検疫が実施されていると認められる地域を指定することとしている。

(2)本年1月L これまで狂犬病の発生が確認されていなかっ.たノルウェーのホー

ペン島において、狂犬病に感染した.ホッキョクギツネが確認された。

これを受け、同国に対して、同国内における狂犬病の発生状況及び検疫措置

について、改めて照会したところ、

①.同国は、ホーペン島を含むスヴァルバルト諸島、ヤン'マイエン島及び南

極の属領(以下「スヴァルバルト諸島等」という。)を、狂犬病の清浄地域

とはみなしておらず、

②スヴナルバルト諸島等から同国本士ヘ犬等を移動させる場合には、その移

動を制限し、狂犬病発生国からの輸入と同様の検疫措置を行っているとの連

絡があった。

(3)これまで、我が国においては、ノルウェー全土を狂犬病清浄地域として指定

してきたところ、同国のスヴァルバルト諸島における狂犬病の発生を契機とし



て、同国は、スヴァルバルト諸島等を狂犬病の清浄地域とはみなしておらず、

スヴァルバルト諸島等に対して十分な検疫措置をとっていると認められること

が明らかとなったことから、スヴァルバルト諸島等を除く同国本土は、引き続

き狂犬病清浄地域として指定することとし、狂犬病清浄地域から、スヴァルバ

ルト諸島等を除く告示改正を行う。

2 施行期日

公布の日(スヴァルバルト諸島等から日本ヘの直行便はないことから、本改正

による影響はほとんどなく、周知期間を設ける必要はない。)
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